
図表１ SDGsを活用して実施している取り組み（複数回答）
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図表２ 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」
に基づく取り組み状況
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出所：『第３回企業行動憲章に関するアンケート結果』（2024年1月16日）
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２
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憲
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世
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取
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取
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れ
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。
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デ
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取
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業
種
や
規
模
、
事
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を
行
う
国
・
地
域
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よ
っ
て
、
企
業
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面
す
る
人
権
課
題
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な
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と
か
ら
、
今
回
寄
せ
ら
れ
た
優
れ
た
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例
を
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考

に
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つ
つ
、
各
社
が
自
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的
な
取
り
組
み
を
さ
ら
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し
て
い
く
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と
を
期
待
し
た
い
。

社
会
性
の
視
座
に
立
脚
し
た

企
業
行
動
の
実
践
に
向
け
て

今
後
も
、
企
業
は
、
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
が

企
業
の
発
展
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
企
業

行
動
憲
章
お
よ
び
実
行
の
手
引
き
を
踏
ま
え
、
ス
テ

ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
対
話
・
協
働
を
深
め
な
が
ら
、

「
サ
ス
テ
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ナ
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ル
な
資
本
主
義
」
の
確
立
に
向
け

た
行
動
を
加
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化
し
て
い
く
必
要
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あ
る
。

経
団
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は
引
き
続
き
、
企
業
行
動
憲
章
に
対
す
る

会
員
企
業
の
一
層
の
理
解
お
よ
び
実
践
を
支
援
し
、
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の
達
成
を
目
指
し
て
取
り

組
ん
で
い
く
。

等
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
連
携
に
よ
っ
て
取
り

組
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
事

業
の
評
価
に
関
し
て
は
、
社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト
を
把

握
・
検
証
す
る
た
め
独
自
の
指
標
等
を
設
け
て
い
る

な
ど
、
様
々
な
工
夫
が
見
ら
れ
た
。

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
目
標
達
成
年
で
あ
る
２
０
３
０
年
ま

で
の
折
り
返
し
地
点
を
過
ぎ
、
企
業
は
、
自
社
の
活

動
が
環
境
や
社
会
に
与
え
る
影
響
を
把
握
し
、
持
続

「企業行動憲章」の実践状況や課題を把握
─第３回 企業行動憲章に関するアンケート結果
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（注１）企業行動憲章実行の手引き（第9版）https://www.keidanren.or.jp/policy/cgcb/tebiki9.html
（注２）第３回企業行動憲章に関するアンケート結果https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/005.html

（注３）SDGsに貢献する代表的な事業の取組事例集
https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/005_bessatsu1.pdf
（注４）国内外のサプライチェーン上における人権デュー・ディリジェンスの取組事例集
https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/005_bessatsu2.pdf
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